（様式１）

一般競争入札参加申込書

令和　　年　　月　　日　

水戸市長　様

　　　　　申込者　住所（又は所在地）
氏名（又は名称）

　　　　　　  　　　　　　（代表者職･氏名）　　　　　　　  　　　    　㊞

　　　　　　　　　　　　　　電話番号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　FAX番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                           　E-mail　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	物件番号
	所　在　地
	地　目
	貸付面積（㎡）

	１
	見和二丁目250番13の一部
	宅地
	97.90


市有地貸付に係る一般競争入札に参加したいので，関係書類を添えて，下記のとおり申し込みます。
【添付書類】
法人の場合　①誓約書（様式２）
②公有財産貸付申請書兼土地利用計画書（様式３）　
③履歴事項全部証明書
④財務諸表（直前１年分）※賃借対照表及び損益計算書
⑤納税証明書（完納証明書）
【国税】様式その３の３【茨城県税】様式第40号の４（ア）※未納がないことの証明等。
【水戸市税】完納証明書
⑥役員等一覧（様式６）
個人の場合　①誓約書（様式２）
②公有財産貸付申請書兼土地利用計画書（様式３）　
③住民票
④所得税申告決算書（直前１年分）
⑤納税証明書（完納証明書）
【国税】様式その３の２【茨城県税】様式第40号の４（ア）※未納がないことの証明等。
【水戸市税】完納証明書　
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　※③と⑤は発行から３か月以内のもの。
※③，④，⑤は写し可。

（様式２）

誓　　約　　書

下記の各事項に該当しない者であることを誓約します。
記

　　１　成年被後見人，被保佐人，被補助人（不動産に関する権利の喪失を目的とする行為をすることについて補助人の同意を得ることを要する者）
２　破産者で復権を得ない者

３　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第32条第１項各号に掲げる者

４　水戸市暴力団排除条例（平成24年水戸市条例第２号）第２条第１号から第３号までの規定に該当する者

５　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者

６　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員
以上

　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　住所（又は所在地）

　（申込者）　氏名（又は名称）
　　　　　　　（代表者職・氏名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（様式３）
公有財産貸付申請書兼土地利用計画書
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　水戸市長　　　　様

　(申請人)　　住所（又は所在地）
　　　　　　　　　　　            　氏名（又は名称）
                         （代表者職・氏名）


	公有財産の種別
普通財産

	所在地
　　　水戸市見和二丁目250番13の一部
	種類及び構造
宅地
	数量
97.90　㎡

	使用目的及び用途
  
	使用期間

令和 ８年４月 １日から
令和18年３月31日まで

	摘要 （利用計画）
	【工作物等設置の有無】

　　　　有　　　・　　無

【工作物等の名称及び数量】

	
	【計画期間及び内容】

　　準備・工事期間　　　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日予定

用途使用期間　　　　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日予定

撤去・現状回復期間　令和　　年　　月　　日～令和　　年　　月　　日予定

	
	(担当者)
(連絡先)


備考　必要に応じ資料等を添付してください。
　　計画図
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　　※工作物等を設置する場合は，配置図を添付してください。

　　※配置図は任意に作成した図面でもかまいません。
（様式４）

入　　札　　書
令和　　年　　月　　日

　水戸市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　住所（又は所在地）　

　　　　　　　　　　　　　　　氏名（又は名称）
　　　　　　　　　　　　　　　（代表者職・氏名）　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　代理人氏名　　　　　   　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　

	
	拾億
	億
	千万
	百万
	拾万
	万
	千
	百
	拾
	円

	入札金額

（年額）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


入札対象物件

	物件番号
	所　在　地
	地　目
	貸付面積（㎡）

	１
	見和二丁目250番13の一部
	宅地
	97.90


地方自治法，地方自治法施行令，水戸市財務規則その他関係法令を遵守し，入札及び契約に関する事項を承認のうえ，上記のとおり入札します。
※入札金額はアラビア数字で記入し，金額の頭書に「￥」を記入してください。
（様式５）
委　　任　　状

令和　　年　　月　　日

　水戸市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　住所（又は所在地）　

　　　　　　　　　　　　　　　氏名（又は名称）
　　　　　　　　　　　　　　　（代表者職・氏名）　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

入札名　　市有地貸付（一般競争入札）

物件の表示

	物件番号
	所　在　地
	地　目
	貸付面積（㎡）

	１
	見和二丁目250番13の一部
	宅地
	97.90


　私は，下記の者を代理人と定め，上記入札に関する一切の権限を委任します。

記

　　　　　　　　住所
　　

　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（様式６）
役員等一覧
	役職名
	ふりがな

氏　　名
	生年月日
	性別
	住　　所

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


令和　　年　　月　　日現在の役員

　本様式の内容を，水戸市が茨城県警察本部に照会することについて承諾します。

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　

※１登記事項証明書に記載されている役員全員を記載してください。申込者が支店又は営業所の場合は，役員全員のほか支店又は営業所の代表者を記載してください。

※２上記に記載された個人情報は，役員等が暴力団員等であるか否かの確認のために使用するものであり，その他の目的には一切使用しません。

※３この様式は必要な事項が記載されていれば任意様式で作成しても差し支えありません。
（様式７）
質　　問　　書

令和　　年　　月　　日　

　水戸市長　様

　　　　　　　　　　　　　　　　  　

住所（又は所在地）　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　

　　　氏名（又は名称）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代表者職・氏名）　　　 　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　 　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　 　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
市有地貸付に係る一般競争入札について，次のとおり質問します。

１　対象物件
	物件番号
	所　在　地
	地　目
	貸付面積（㎡）

	１
	見和二丁目250番13の一部
	宅地
	97.90


２　質問内容

	


（様式８）
（参考）公有財産賃貸借契約書

賃貸人　水戸市　と賃借人　○○○　とは，次の条項により公有財産の賃貸借契約を締結する。

　（信義誠実等の義務）

第１条　賃貸人及び賃借人は，信義を重んじ，誠実にこの契約を履行しなければならない。

２　賃借人は，貸付物件が公有財産であることを常に考慮し，適正に使用するように留意しなければならない。

（貸付物件）

第２条　賃貸人は，次の土地（以下「貸付物件」という。）を賃借人に賃貸し，賃借人は，これを賃借する。

	所　在　地
	地　目
	貸付面積

	水戸市○○町△△番□
	宅地
	△△△ ㎡

	水戸市○○町△△番□
	宅地
	△△△ ㎡

	計
	
	△△△ ㎡


　（使用目的）

第３条　賃借人は，貸付物件を○○○○の用途に使用するものとし，その他の用途には使用しないものとする。

　（賃貸借の期間）

第４条　賃貸借の期間は，令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○年間とする。
　（賃貸借料）

第５条　貸付物件の賃貸借料は年額○○○○○○円とし，賃借人は，賃貸人の指定する期日までに賃貸借料を賃貸人の発行する納入通知書により支払わなければならない。

２　賃貸借の期間に１年未満の端数があるときの当該年分の賃貸借料は月額で計算し，１か月未満の端数があるときは日割によるものとする。

３　既納の賃貸借料は，還付しない。ただし，賃貸人の都合により契約を解除する場合は，その全部又は一部を還付することができる。

（契約保証金）
第６条　契約保証金は，金○○○○○円とする。

２　前項の契約保証金は，第18条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。

３　第１項の契約保証金には，利息を付さない。
４　賃貸人は，本契約期間満了後，賃借人が第16条に定める義務を履行したことを確認したときは，賃借人の請求により契約保証金を賃借人に返還する。ただし，第15条第２号から第７号までの規定により契約を解除したときは，契約保証金は賃貸人に帰属する。
５　賃貸人は，本契約期間が終了し賃借人から貸付物件の返還を受けたときは，預託されている契約保証金から契約終了時までの未払賃貸借料その他本契約から生じる賃借人の賃貸人に対する一切の未払債務を控除した残額を返還するものとする。
６　賃借人は，賃貸人に対する契約保証金返還請求権を第三者に譲渡し，又は質権，譲渡担保その他いかなる方法によっても契約保証金返還請求権に担保を設定してはならない。
（遅延利息）

第７条　賃貸人は，賃借人の責めに帰すべき事由により賃貸借料，賠償金又は損害金等を賃貸人の指定する期限内に納付しなかったときは，当該納付期限の翌日から未納金を納付するまでの日数に応じ，当該未納金額に年2.5パーセントの割合を乗じて得た金額を遅延利息として賃借人に請求することができる。
（貸付物件の引渡し）
第８条　賃貸人は，第４条に定める賃貸借期間の初日に貸付物件を賃借人に引き渡すものとする。
（契約不適合責任）
第９条　賃借人は，この契約の締結後，貸付物件について数量の不足，その他契約の内容に適合しないことを理由として，賃貸借料の減免又は損害賠償等の請求及び契約の解除をすることはできない。ただし，賃借人が消費者契約法（平成12年法律第61号）第２条第１項に規定する消費者である場合にあっては，本契約書第８条に定める引渡しの日から２年間は，この限りでない。
　（使用上の制限）

第10条　賃借人は，貸付物件を第３条に定める使用目的及び公有財産貸付申請書兼土地利用計画書に記載する利用計画以外の用途に使用してはならない。

２　賃借人は，貸付物件の現状を変更しようとするときは，あらかじめ変更の理由及び内容を記載した書面を賃貸人に提出し，その承認を受けなければならない。

（権利義務の譲渡等の禁止）

第11条　賃借人は，貸付物件を第三者に転貸し，又はこの契約によって生ずる権利若しくは義務を譲渡若しくは承継してはならない。ただし，賃貸人の書面による承認を得たときは，この限りでない。

（貸付物件の管理等）

第12条　賃借人は，貸付物件を善良なる管理者の注意をもって維持保全に努めなければならない。

２　前項の維持保全に要する費用は，賃借人の負担とする。

３　賃借人は，貸付物件が天災その他の事由によって損壊し，第三者に損害を与えた場合には，その賠償の責任を負うものとし，賃貸人が賃借人に代わって賠償の責任を果たした場合には，賃借人に求償することができるものとする。

（滅失又は損傷の通知）
第13条　賃借人は，貸付物件の全部又は一部が滅失し，又は損傷した場合は，直ちに賃貸人にその状況を通知しなければならない。

（貸付物件の調査等）
第14条　賃貸人は，必要があると認めるときは，貸付物件の使用状況について調査し，又は資料の提出若しくは報告を求めることができる。この場合において，賃借人はその調査を拒み，妨げ又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
（契約の解除）
第15条　賃貸人は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
(1)　賃貸人において，貸付物件を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2)　賃借人がこの契約に定める債務を履行しないとき。
(3)  この契約に定める賃借人の債務の全部又は一部が履行不能となったとき。
(4)  賃借人が第３条に定める使用目的及び公有財産貸付申請書兼土地利用計画書に記載する利用計画以外の用途に供したとき。
(5)  賃借人について，破産，民事再生，会社更生の手続の開始その他これらに類する手続の開始が申立てられたとき。
(6)  賃借人について，贈賄，談合その他重大な不正行為が行われたことが判明したとき。

(7)　賃借人が水戸市暴力団排除条例（平成24年水戸市条例第２号）第２条第１号に規定する暴力団，同条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者に該当することが判明したとき。
（貸付物件の返還）
第16条　賃借人は，契約が満了したとき，又は前条の規定によりこの契約が解除されたときは，賃貸人の指定する期日までに，賃借人の費用をもって貸付物件を原状に復し返還しなければならない。ただし，あらかじめ賃貸人の承認を得ているときは，貸付物件を現状のままで返還することができる。
（有益費等の請求権の放棄）
第17条　賃借人は，第４条に定める賃貸借の期間が満了した場合又は第15条第２号から第７号までの規定により契約を解除された場合において，賃借人が貸付物件に投じた有益費その他の費用があっても，これを賃貸人に請求することができないものとする。
（損害賠償等）

第18条　賃借人は，その責めに帰する事由により賃貸人に損害を与えたときは，その損害に相当する金額を損害賠償として賃貸人に支払わなければならない。
２　賃借人は，第15条第１号の規定によりこの契約を解除された場合において，損失が生じたときは，地方自治法第238条の５第５項の規定に基づき賃貸人に対しその補償を請求できるものとする。
（契約の費用）
第19条　この契約の締結に要する費用は，賃借人の負担とする。

（法令等の遵守）
第20条　この契約に定めるもののほか，賃借人は，この契約の履行に関して日本国の法令及び本市の条例，規則等を遵守しなければならない。

（疑義の決定）

第21条　この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じたときは，賃貸人及び賃借人が協議の上，決定するものとする。
（裁判管轄）

第22条　この契約に関する訴訟は，賃貸人の所在地を管轄する裁判所に提訴するものとする。
　この契約の成立を証するため，本書２通を作成し，賃貸人及び賃借人が記名押印の上，各１通を保有する。

令和　　年　　月　　日
水戸市中央１丁目４番１号
賃貸人　　水戸市

水戸市長　　高　橋　　靖

○○○○○○○○

賃借人　　○○○○

○○○　　○○　○○
受付印





入札者


(申込者)





入札者


(申込者)





代理人


（受任者）





申込予定者









